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事第24回全国大会・自由論題報告骨

純資産@株主資本の簿記と

発行済株式の簿記との相互補完
一一全体的・金額的な把握と個別的・質量的な把握の分担一一

I はしがき 一本稿の背景と目的一

簿記(学会)でも，会計(学会)におけるのと

毘別のつかない研究(報告)が少なくないが，簿

記と会計は同じというわけではないであろう。簿

記の役割・白的を丁寧にふまえてこそ，その(複

数ある)役割問で，ないし，簿記と会計の役割閣

で，相互補完的な分担が可能になる。このことを

本稿はとくに，重要とみられる最近の，簿記(・

会計)上の資本に関わる論点を取り上げて明らか

にしたい。そのような白的をもっ本稿の背景には，

次の経緯がある o

簿記の目的について，大学等の講義では，最初

に説明されることが多いと思う。その場面で，期

待や集中力が高まっている学生たち(ひいては将

来の簿記学会会員)の簿記の感覚が形成されてき

ているとすれば，それは，以後の学習・研究を左

右する重要な場面の lつであろう。もとよりその

場面は，簿記を教わる側にとってだけでなく，教

えようとする側(つまり現在の簿記学会会員の多

く)にとっても，簿記の目的を再考する機会にな

り得る。とくに，初めて教壇に立たせていただく

際には，急激に高まる責任感や緊張感などに後押

しされて，その再考が深まるはずで、ある。

私が初めて商業簿記の講義(選択科目)を担当

審査受付2008年12月14日 掲載決定2009年 4月4B 

石川 業(愛知大学)

する際に使わせていただいたテキストは，中村忠

先生の『新訂現代簿記Jである。そこには簿記

の目的として， r財産管理」と「損益計算jがあげ

られている(最新版として，中村2008，2)。後者の損

益計算という表現は，会計のテキスト等でよくみ

ていたので，のみ込みやすかった。しかし，前者

の財産管理のほうはみかけなかったので(財政状

態の表現はよくみたが)，ひっかかる表現であった{九

中村先生ご自身によれば，この表現は，会計の

目的として説明される[財政状態を明らかにするJ
こととの違い，つまり，簿記固有の呂的が意識さ

れたものであったという(中村1994，124-126) (2)。

なるほどたしかに，とくに補助簿(たとえば商品

有高帳)の記入方法を取り扱っていく場面を思い

浮かべたとき，簿記は，貸借対照表のように全体

的・抽象的に財政状態を明らかにするというのと

は違い，個別的・具体的な財産を管理するための

作業としての側面をもつことを実感したのである(九

その後，別の商業簿記の講義(3クラス同時進

行の必修科目)を担当する際に，加古・渡部・片

山(2008)を利用させていただくことになった。そ

こでは簿記の目的として，財産管理に役立つこと

が，経営成績と財政状態を明らかにすることより

も先にあげられている(加古・渡部・片山2008，2)。

ここでとくに，おそらく初学者には区別のつかな

い，財産管理に役立つことと，財政状態を明らか
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にすることとの違いを説明する必要が生じたが，

この場面でも中村先生に助けていただいたのであ

る(中村1994，124-126)。つまり，財産管理のほう

は，貸借対照表で全体的・抽象的な財政状態を明

らかにすることによる以前に，まずは個別的・具

体的な財産の把握をつうじて行われる，と想定さ

れる(4)。

ところで，その財産管理について， とくに簿記

(・会計)上の資本に関心をもってきた私見からみ

ると，気づくことがある。それは，財産管理に役

立つことが簿記の目的の 1つであるとしても，そ

の目的は資本までには及んで、こなかった(5)，という

ことである。簿記による財産管理は，あくまで実

在するもの(私見では，金額以外の数量(個数，

重さ，長さ等)が測られるもの)だけを対象にし

てきた。資本の勘定も，いわゆる実在勘定に含ま

れてきたわけであるが，これは，対象が上述の意

味で実在するからではない(6)。だからこそ簿記(・

会計)上の資本は，財産管理の対象にもされてこ

なかったのであろう。

ところが最近，上述の見方に整合的であるとは

簡単にはいえない動向が生まれ，そしてその動向

は，簿記(・会計)の重要な変化につながり得る

ようにみえる。ただそれは，簿記の感覚が希薄化

しつつあるともいわれる中で(安藤2006b，3)，簿記

による財産管理の感覚をもってこそ，感じ取れる

ものであるとみられる。そこで本稿では，上述の

ように資本に関心をもってきた見方から，簿記の

呂的は何であったかについて反省し (II)，それに

よって視野に入ってくる最近の関連動向と，これ

についての簿記の反応を整理する (III，IV) 0 その

ような作業から，これからも簿記を学んで、いこう

とする積極的な意義が，私なりに見出される (V)。

II 簿記の本来的な役割・副次的な役割と

会計の動向

まずは簿記の目的ないし役割について，説明の

一般性や意義に注目して先達の研究をふまえつつ，

本稿の見方をあらためて明石室にしておこう。それ

が，次節以下の基礎になる。なお，本稿では， 1百
的Jという表現とほぽ区別なく， 1役割」という表

現も用いる。というのも，次に述べていくように，

簿記に複数の役割(目的)があるとして，それら

の間での「役割分組Jについて後で考えることに

なるから (1目的分担jとはいわないであろうから)

である。

1 簿記の本来的な役割

会計に対する簿記に閤有・本来の役割としては，

上でもふれたように，個別的な財産のあり方を，

質・物量の面からも把寵する役割があるとみられ

る(岩田1965，中村1994，安藤1989，新田1999a-f)。

より具体的には，とくに補助簿が，現金や商品，

債権・債務といった個別的な財産について作成さ

れ，そこでは金額だけにとどまらず，財産に関わ

る「なに・いつ・だれ・どこ」および「いくつ」

といった質および物量(以下，質量(7)と呼ぶ)が把

握される o たとえば，商品有高帳では，商品の質

に関する「なに(どのような商品)，いつ(受入れ・

払出し)，だれ(受入元・払出先)Jや，量に関す

る「いくつ」といったことが，関連する金額とと

もに把握される。また，受取・支払手形記入帳で

は，手形債権・{責務の質に関する「なに(どのよ

うな(約束・為替)手形，番号)，いつ(受取り・

支払い・振出し・満期・てん末)，だれ(支払人・

受取人・振出人)，どこ(支払場所)Jや，量に関

する「いくつjといったことが，関連する金額と

ともに把握されるわけである o

このような理解によってこそ，財産の質量まで

把握する補助簿の存在も積極的に説明できるよう

になり， したがって，簿記の役割についての，よ

り一般的な説明が可能になるであろう。また，上

述のように財産の質量を考えていることから理解

されるかもしれないが，本稿では，原初的な単式

簿記のことも意識されている。これも，簿記の本

来的な役割までをも捉える，一般的な説明を企国

してのことである。

以上のような役割を通じて簿記は，本来的， し

かも日常的に，財産管理に役立ち得る。この役割

の明確な認識は，必ずしも広く深くは共有されて

いないかもしれないが，明確に会計との遠いを

識して「簿記」を取り扱う文献でのみ，説明され
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るようである(針。このことも，上述の役割lが簿記に

国有・本来の役割であることの 1つの現われで

あろう。

2 簿記の副次的な役割

本稿では他方で，複式簿記のことも意識されて

いる。こちらについては多くの場合，次のような

役割が想定されているとみられる。すなわち，簿

記(とくに複式簿記)は， より全体的な企業活動

のあり方を， もっぱら金額の商から把握する役割

も担っている。具体的には，一定期間の経過後に，

経営成績に関する損益計算書と，財政状態に関す

る貸借対照表を志向して，すべての勘定が集約さ

れ引企業の活動がより全体的に，金額的に把握さ

れることになっている。

ただ，これはむしろ会計の目的であり，そのた

めに簿記が利用されているとみられる(川。そのよ

うに両者の違いを認識しなければ，表面的な現象

として会計と簿記が区別して呼ばれてきたという

事情を説明しにくいだけでなく，一散に簿記にお

いてのみ， とくに前述の補助簿の役割ないし内容

が取り上げられることも説明しきれないで、あろう。

簿記では，会計と間ーでない役割も考えられてい

るからこそ，取り扱われる論点の違いがあり，そ

してそこに，上の本節 lで、述べた，会計に対する

簿記に国有・本来の目的があるとみられる。

以上のような意味で簿記は，副次的，加えてお

よそ随時的ながら，全体的・金額的な企業活動の

把掻を支えてきた。たびたびみかける，簿記にも

っぱら初級会計的な位置づけを与える見方におい

て， とくに周知なのは，こちらのf党委Jjであろう。

それでもそれは，簿記の役割のすべてではなく，

しかも上述のとおり，あくまで副次的な役割であ

るとみられる。

3 簿記による鋼部的・質量的な把握と全体的・

金額的な把握との椙対性

簿記の本来的な役割としての個別的・質量的な

把援と，副次的な役割としての全体的・金額的な

把接とは，以上のように分けて理解することがで

きる。しかし両者は，必ずしも相反するようなも

のではなしむしろ連続的な関係にある。個別的・

質量的な把握を事業や企業単位で取りまとめてい

けば， とくに金額的な面において，それは全体的

な把握としての性質を帯びていく。逆に，全体的・

金額的な把擢をより詳細に分析していけば，個別

的・質量的な把握に至る。その意味でそれらは，

相互排他的というわけではないのである。

より具体的な題材でいうと，今B支配的といわ

れる複式簿記は， もっぱら全体的・金額的な把握

を支えるが，個別的・質量的な把握を担い得ない

わけではない(原2007b，65…66)。他方で単式簿記は

本来，個別的・質量的な把握を間有に担うが，全

体的・金額的な把撞をも支え得る(安藤1985，第 6

章)。それらの相対的な 2つの把握・役割をともに

果たし得る形式(帳簿)として，特殊仕訳帳を想

起すれば，上述のことも理解しやすいであろう。

そこでのような相対的な関係は，図表 lのように

まとめられる <f役割JJから f形式」への矢印のう

ち，実線によるものは本来的なつながり，破線に

よるものは副次的なつながりを表わす)。

国表 1 簿記の役割と形式の関係

本来的な役割J(個別的・質主量的な把握) |形式:単式簿言土型空]

~ 

¥¥¥¥  

副次的な役割(全体的・金額的な把援) |形式:複式簿F主要簿|
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ところで，簿記が担う上述の 2つの役割は，最

近の会計(財務会計)の動向を受け，その具現の

あり方に表面的な変化をみせつつあり，それは資

本の簿記の領域においてもいえる。簿記が副次的

な役割lをつうじて会計とつながっている以上，そ

のような結果も，むしろ当然で、あろう。しかし，

そこでもなお，会計に対する簿記に間有の役割jは

変わっていない。つまり，その最近の論点に関し

でも，簿記が担う上述の 2つの役割が見出され，

それらはやはり，相対的ながらも違っている o さ

らに，そのことについての認識は， 2つの役割問，

ないし，簿記と会計の役割問の相互補完的な分担

に気づかせてくれる。

このような，簿記の役割をめぐる上述の見方の

効用を明らかにするために，続く III，IVにおいて，

上でいう最近の論点についてもう少し具体的に検

討してみよう。その際には引き続き，会計の動向

の中であえて簿記の役割ないし存在意義を意識し，

ひいては，簿記を学ぶ者が会計の動向に直面して

行えることを意識していきたい。

III 純資産・株主資本の簿記による全体

的・金額的な把握の意義

まずは， よく知られている全体的・金額的な把

撮に関わり，とくに会計への視野も必要な領域と

して純資産・株主資本の簿記を位置づけつつ(11)，

それに関連する最近の 2つの動向を取り上げる。

そして，それらについての検討から，簿記(を

ぶこと)の意義を考えてみよう。

1 純資産と株主資本の違いと簿記の役割

近年，会計の領域では，言討す議資料『財務会計の

概念フレ一ムワ一クJ(ωJ:)以J弐J，、一一ιr，

において，純資産と株主資本の違いが明確にされ

た。それを受けて，簿記の領域でも，純資産と株

主資本の関係を「入れ子型J(藤井2007，40)や「被

せJ(新田2008，11-12)の構造で理解させてくれる

見解が示されている(1九私なりの理解によれは、，

2つの見解に共通するのは，純資産は資産・負債

(ストック)の差額として把握されるが，他方で，

株主資本は収入・支出(フロー)にもとつマいて把

握されると考えられている点である。

そのように，純資産の簿記と株主資本の簿記と

を実質的に区別する見解は，たしかに，考えとし

て成り立ち得るとみられる。ただ，討議資料それ

自体は，株主資本が純資産の「うちjないし「内

訳Jにあるというように定義する(第 3章，本文 6

← 7項， 18-20項)。したがって討議資料のもとで，株

主資本の認識・測定を，純資産の認識・測定に従

属させずに考え得るのか，私としては続問が残る。

むしろ，そこでは株主資本も，資産と負債の差額

から把握されると理解するのが自然で、あろう(石川

2007b， 189-190)。

それらの理解のうち適切なのはどれか，という

ことについての結論も重要かもしれない。しかし，

さらにここで，その結論以前に重要で、あるとみら

れるのは，上述のような見解ないし思考がどのよ

うな性霊をもつのか， ということである。会計基

準等をめぐる議論と，学説をめぐる議論とでは，

同じではないのであろう。純資産と株主資本の簿

記について， とくに実務のことを想定して，まず

は討議資料の文字どおりの適用を考えるのか，そ

れとも，いわば純粋な簿記(・会計)学上の関心

から，伝統的な学説等と調和するような解釈を考

えるのか。それが議長論の出発点になり，それによ

って出てくる結論も異なり得るであろう。

そのような意識で上述の 2つの見解(藤井2007，

新田2008)を見直すと，次のような発想が生まれて

くる。会計基準等を対象とする場合でも，必ずし

も文字どおりの適用方法だけでなく，あり得べき

処理をも考えることは，簿記の次元にあるから一

層，認められるのではないか。その次元にあって

こそ，相対的に自由なi義論や結論もあってよいの

ではないか。

考えてみると，簿記の目的としての損益計算と

財産管理(を行うこと)は，そのために記帳を行

う企業経営者の姿を想起させる o それに対して，

会計の目的としての経営成績と財政状態を明らか

にする行為は，まず，報告や開示の相手方(出資

者や投資家等)を志向しているのであろう。とす

ると，程度の問題であるとしても，簿記の場合は

一層，まず企業経営者自身のために，またそれゆ
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えに必ずしも会計基準等に縛られない， より任意

的な次元で，処理のあり方を論じることが許され

るのではないか(安藤2002，3)。そうであれば，討

議資料等のもとでも，あり得べき処理が検討され，

それが実務に受け入れられるというかたちで，い

わゆる「正規の簿記の原則Jを構築し得る。さら

にそれが，会計を支える過程をつうじて， I一般に

認められた会計原則IJJに吸収される可能性もあろ

う(内的整合性に関する，討議資料第 2章，本文17項。

ただし18工頁}。

最近は，加速する会計基準国際化や，頻繁な法

改正に牽引されて，いわゆる制度会計が， I会計基

準設定主体・立法当局 均 実務・学説jという

流れで構築される傾向が強くなっていたようにみ

える。しかし，その逆の「実務・学説功会計

基準設定主体・立法当局jという流れも，制度

Gnstitutional)会計構築の 1つのあり方であろう。

それをつうじた見解の発信について，会計という

より簿記(を学ふ、者)の役割は小さくないはずで

ある。

2 払込資本の取号I(原因)別の簿記とその役割

最近の動向として次に，株主資本における「払

込資本と留保利益の区別Jの意義にも関連して，

とくに払込資本の取ヲI(原因)別の簿記処理(安藤

2006a， 10-11)を，補助簿(補助元帳)も利用して

行う必要性(愛岐2008，60-61)が教示されているこ

とについて考えたい。

従来，たとえば，素朴な金銭出資により生じる

「株式払込剰余金」と合併により生じる「合併差益」

とが，当該勘定科目をもって取引(原因)別に簿

記処理されてきた。ところが最近，貸借対照表(財

務諸表ないし会計)における表示科目としての「資

本準備金」が，前述の株式払込剰余金や合併差益

を包括する勘定科目として，簿記でも用いられる

傾向がみられるという(安藤2006a，10-11)。しかし，

そうであっては，払込資本を構成する金額が，ど

のような取引(原因)から生じたのかが把握でき

ないことになる。そこで，上述の教示が与えられ

ているとみられる。

ただ，払込資本として同じ性質の金額が，原因

となった取引ごとに把握されたとして，実質的に

どのような意義があるのか，疑問が残る。もっと

も簿記は，その把握の要請に応え得るであろう。

しかし，そもそもその要請が，簿記それ自体ある

いは会計から，どのような実質的意義のために生

じるのかが，ここでの関心である。たとえば，株

式払込剰余金と合併差益を見比べて，実質的な判

断が行われるであろうか。後者の合併差益から合

併が行われたことはわかるが，それが企業の(あ

るいは企業に対する)判断を変えるであろうか。

合併の有無は，合併差益に固有の情報ではない。

それになんといっても，合併差益等の資本剰余金

額は，該当する取引による払込資本額のすべてで

はないから，その金額だけから何が読み取れるの

かは不確かで、ある。少なくとも，資本金額を含む

全体的な払込資本額のあり方までも視野に入れて，

取引(原因)別の簿記処理の意味が考えられる必

要があろう。

そのように，取引(原因)}jIJに万遍なく払込資

本額を把撞できるとして，その意義は，私見によ

れば，まず「何のためにJないし「どのような事

業のために」払込資本額が調達されたのかを辿れ

る(石室認できる)ことにある。それにもとづ、いて，

企業に残すべき金額としての払込資本額を決める

ことができる。継続したい事業について調達され

た払込資本の金額は維持し，中止・終了する事業

についての当該額は財産分配とともに減少させる

ことで，調達額と運用額についての関係を把握す

ることができるであろう(石)112007b，185-187)。

もとより上述の教示では，簿記による「資本管

理J(安藤2006a，10…11)が目的とされているのであ

るが，私見として上に述べた把擢も，資本のあり

方の素朴な把擢だけで終わらない，簿記による資

本管理の 1つの具体的方法として認められると考

えたい。上述の私見は，たしかに財産分配局面で

の貸情対照表も想定するが，取引別の払込資本の

意味に注目しており， したがって，上述の教示が

個々の取号!の把握に注目するのと志向は同じであ

る。

なお，上述の把握が，簿記による資本管理の 1

つの具体的方法であるというのには理由がある。
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それは，このIIIでは簿記による全体的・金額的な

把握を取り上げ，それとの関わりで資本管理を論

じたが，資本管理はむしろ個別的・質量的な把掻

に軸足を置くとみられるからである(安藤2006a，

10-11)。そこで，その把握について，続く IVの最後

でふれたい。

IV 発行済株式の簿記による個別的・質量

的な把握の意義

簿記による全体的・金額的な把握に対して，個

別的・質量的な財産の把握は従来，資産・負債に

関してのみ論じられ，上の Iでふれたとおり，純

資産.(株主)資本に関しては論じられてこなかっ

た。ところが最近，会計の動向も受けて， とくに

(株主)資本，より正確には，それに関わる発行済

株式(持分)が，財産管理の対象となりつつある

ようにみえる(13)。

たとえば，企業結合(取得)時に，被取得企業

の純資産を受け入れる際，その決済手段として，

発行済株式が利用される(たとえば，秋葉2007)(1ぺ
加えて，発行した新株予約権が行使される際や，

行使されなくても自己新株予約権として取得され

る際などにも，発行済株式はあたかも現金と問様

に，決済手段として用いられる(たとえば，野口2004)。

また，配慮、が返られている英語圏の会計テキスト・

実務における貸借対照表の株主持分には，掴別的・

質量的な把擢と管理を考えやすい(issued)stock 

やshare，つまり， (発行済)株式が記載されてい

る(ここではとくに，桑原2008，43， 85)。そして，

その株式・持分についてはさらに，負債との個別

的・質量的な区別(いわゆる，負債と持分(株式)

の区別)が論じられている。

これらは現在までのところ， もっぱら会計の領

域でみられるようになってきた論点ないし動向で

あるが，いずれについても，簿記による発行済株

式の個別的・質量的な把援(たとえば上述の，決

済手段としての量の把擢や，貴債か持分かをめぐ

る質の把握)が役立ち得る。そしてこれらは，会

計との関わり以前に， もともと簿記国有の論点で

あった。それは，必ずしも目立たない潜在的なも

のではあったが，会計の動向によって気づきやす

くなった論点であって，最近になって初めて生じ

たものではない。

より具体的にいうと，簿記は従来から，社債に

ついての社債台帳と同様に，株式についての補助

元帳として株主台帳(株主名簿，株主元帳;regis司

ter of members， share or stock register)を用

意し(中村2008，205;原2007a，204-205)，発行済株

式の個別的・質量的な把握と管理に備えていた。

これについて，r株主元帳は株主ごとに資本の個別

的・直接的管理をするために利用される帳簿であ

るJ(久野2007，291 (渡辺和夫))といわれる O ただ

い私見によれば，簿記(・会計)学者は，株主

ごとというよりも発行済株式ごとの簿記(・会計)

を考えてきたとみられる(石川2007a，44 (35) )。そ

のことと，発行済株式が明確に財産管理の対象と

なりつつあることをあわせて考えれば，株主台帳

はむしろ， (社債台帳のように)株式台帳であるほ

うが自然であろう。

その株主台帳は，会社法では株主名簿と呼ばれ

ているといわれ，これについては，株主の氏名ま

たは名称および住所，有する株式の数，取得日

図表 2 株主台帳(元帳)のO1J

名義書替

年月日

(氏名)

(住所)

譲党人または

譲渡人氏名

耳立 f尋

種類|記番号|株数

議 渡 現所有 機要

種類|記番号|株数 種類|記番号[株数

(出典:久野2007，292 (渡辺)より，ほぼそのまま引用)



純資産・株主資本の簿記と発行済株式の簿記との相互補完 53 

が千去定の記載事項としてあげられている (121条。

図表2参照)。しかし，任意的な簿記においては法

定の事工頁にとどまらず，たとえば上でもふれた必

要に応じて，決済手段としてどのように用いるこ

とができるか(公正価値はどれだけか)，償還や配

当といった財産分配に関わる約定はどうなってい

るか， といった発行済株式の質的な事墳が把握さ

れ得るであろう。これが，法定の記載事項でもあ

る数量の把握とともに，発行済株式の個別的・質

量的な財産管理に役立つはずで、ある (1的。

ここでとくに，財産分配に関わる約定等のあり

方(質)の把謹が，上述のように「株主(ないし

株式一石)11)ごとに資本の掴別的・直接的管理を

するために利用されるJ(久野2007，291 (渡辺))こ

とになろう。これも， (決済手段の財産管理とは異

なる)簿記による個別的・質量的な発行済株式を

めぐる財産管理のー側面であろう。そして前述の

資本管理は，むしろこの側面に対応しているとみ

られるのである(安藤2006a，10-11;安藤1988，44-

45)。

V むすびー純資産・株主資本の簿記と発行

済株式の簿記との相互補完

英語閣の会計(基準等)への配慮、から，発行済

株式の簿記・会計を考える必要が生じれば，そこ

での認識・測定が明確に多様化するであろう。つ

まり，発行済株式の公正価値(時価)による認識・

測定弘明確に議論の対象となりそうである。

とはいえ会計は即，少なくとも全面的には，そ

のような認識・測定を行うことになるわけではあ

るまい(万代2004，54)0そうであるなら簿記が，た

とえば，純資産・株主資本の全体的・金額的な把

握ないし会計を，原価により支えつつ，発行済株

式の個別的・質量的な把握を，必要に応、じ公正価

値も含めて補助簿で行い得る。さらに，その公正

価値の開示についてニーズがある場合は，当該補

助簿にもとづく注記を開示することで，そういっ

たニーズはj持たされf等るであろう(須田2000，528-

529)。また，仮に，会計が発行済株式の公正価値に

よる認識・測定に走っても，他方で簿記が，原価

による純資産・株主資本の全体的・金額的な把握

を担い続けることも可能で、あろう。

いずれにしても，以上のような役割分担を通じ

て，純資産・株主資本の簿記と発行済株式の簿記

とは，建設的に相互補完し得るであろう。この見

方は，簿記についての上述 2つの役割を認識する

ことによって可能になっているのである。

全体的・金額的な把握だけを簿記の役割とみる

なら，会計の動向に左右される度合いは強くなる

はずで、ある。そのうえ，そこでの測定伎が必然的

にlっと考えられるなら，簿記・会計が全体とし

て，公正価値(時価)か原価か， という二者択一

的な選択を迫られていってしまう可能性がある。

しかし，個別的・質量的な把握も簿記の役割とし

て認識すれば，そのような事態を避けられるかも

しれない。このようにして，会計だけでなく，簿

記に固有の見方をもてるところでは，会計にすべ

てを負わせる必要はないという発想をもちつつ，

既述のように，簿記の立場からのものとして会計

に意見を発信することもできょう。

最近の会計の動向は，多くが会計基準の国際化

による影響を受けており，そこでは簿記のあり方

が不明確で、あるように感じる。それでもヲ上述の

ような役割分担があり得るとみられるかぎり，純

資産・株主資本と発行済株式のあり得べき(ある

べき)簿記について学び，考えていくことに，私

は意義を見出している。

}王

(1) 簿記の目的に関して同様に， I財政状態」と異な

る表現が用いられるテキストとして，大薮(2007，

1， I財産計算J)や，新臼・村ー回・佐々 木・溝上・

神納 (2008，72-73， I財産の状態J)のほか， I受
託財産の保全管理Jという表現で会計に橋渡しさ

れる久野 (2007，17)がある。

(2) ちなみに，会計の尽的としての f経営成績を明

らかにする」ことと，簿記の目的としての「損益

計算jとの関係ないし違いについても，中村(1994，

124-126)参照。
(3) それはあるいは， I財産jという表現が日常的・

現実的なものであって，個別的・呉体的なイメー

ジを与えてくれているからなのかもしれない(安

藤1989，8…9， 11-12， 13-14)。

(4) 加古・渡部・片山 (2008)と比べると，中村(2008)

では，簿記の目的について「財政状態」という表

現がとられていないことが際立つ。とはいえ中村
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先生は，それを簿記の図的から排除されたわけで

はなかったはずで、ある。中村(1994，124-126)に

よれば， r財産管理」という表現が用いられたのは，

あくまで f簿記固有の目的」が意識されたためで

あって， r財政状態Jに関する目的を否定するため

ではない。財政状態を明らかにすること(本文で

後述の全体的・金額的な把握)と，そこから切り

離されて加古・渡部・片山 (2008)で明示された

財産管理への役立ち(本文で後述の個別的・質量

的な把握)という呂的が，中村 (2008)では， r財
産管濯」の表現に一括して含まれているとみられ

るo そのほうが，簿記間有の白的はあくまで財産

管理への役立ち(個別的・質量的な把握)にある

ことも際立つのである。

(5) 財産管理にいう「財産」には，資本は含まれて

こなかった， といってもよい。

(6) したがって，より形式的に，貸借対照表に集約

される勘定が実在勘定と呼ばれる，とも理解すべ

きなのかもしれない。

(7) 本稿でいう「質量jは，通常とは違って重さを

表すだけにとどまらず，広く，質(性質)から物

量までを表す表現として用いることにする。

(8) 中村 (1994)の収録章の題名札著書自体の題

名にかかわらず， r簿記あれこれJである。

(9) このことが象徴するように，注 (4)で既述の財

政状態だけでなく，経営成績や損益計算(中村2008，

2 )も一般に， より全体的・金額的な企業活動の

把握に関わるものとみられる。

(10) この見方は，たびたびみかける「簿記は会計の

手段である」といった表現に合う。

(11) 本稿では，純資産・株主資本の簿記は，より全

体的・金額的な企業活動の把握に役立つとみられ

てはいるが，それが即，企業活動全体(すべて)

を捉えるという合意まではない(特定の資本概念

が与件とされているわけでもない)。純資産・株主

資本は，実際には企業の資金調達活動の一部を表

わし得=るにとどまる。それでもその把捻iは，たと

えば株主資本を構成する勘定を個別にみるのと比

べて相対的に全体的なものといえるし，それに，

資産・負債に関する把握も含む企業活動全体の把

握を構成する要素にもなり得るとみられる。

(12) 新田先生のご論稿だけでなく， (題名にこそ簿記

の文字はない)藤井先生のご論稿でも，実質的に

は簿記が論じられていると解される(とくに，藤

井 (2007，35))。

(13) 個別的・質量的な財産の把握(と管理)が簿記

国有の役割・目的であるなら，会計の動向に影響

を受けているようにみえるのはおかしい，と思わ

れるかもしれない。このことについては，このIV
の本文で後述する。

(14) なお，決済手段として考えられるのは，発行済

株式だけでなく，未発行株式もそうである(決済

手段として発行され得る)。しかし，ここであえて

検討対象を発行済株式までに限るのは，それが，

簿記において株主台帳(本文で後述)で把握され

ることと，会計において認識される自己株式まで

を含むことが理由である。現時点で実際に，簿記

による把援の必要性がより高いとみられるものま

でを，本稿での検討対象とするにとどめたわけで

ある。また，検討対象をより狭く，手許の決済手

段となる自己株式に限ることも考えられる。しか

し，発行済株式が，英語閣の貸借対照表・株主持

分に記載されていること(本文で後述)や，企業

の手許になくても株式交換において実質的に決済

手段となり得ること等をふまえて，本稿では，発

行済株式のすべてを検討対象(簿記による財産管

理の対象)に含めた。

岡 本稿とは違って簿記を意識した論稿ではないが，

Roberts， et al. (1990)では，種類株式が伝統的

に豊富なアメリカにおいてあり得べき，発行済株

式の個別的・質量的な把握のあり方が示されてい

る(Exhibitl，2， 4および 5を， ヱド稿の図表 2お

よびVとあわせて参照)。
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